
第１回山県市立小学校及び中学校適正規模等検討委員会議事録(要旨) 

 

開催年月日  平成１８年６月２２日（木） 

開催場所      山県市役所 ３階３０３会議室 

山県市立小学校及び中学校適正規模等検討委員会委員出席者 

     学識経験者（１名） 岐阜大学教育学部副学部長 小井土由光 

     市議会議員（１名） 

     市自治会連合会役員（３名） 

     市PTA連合会役員（３名） 

     市立保育園保護者会役員（３名（うち代理出席１名）） 

     市立小中学校長会役員（２名） 

山県市立小学校及び中学校適正規模等検討委員会委員欠席者 

     市立小中学校長会役員（１名） 

山県市教育委員会出席者 

     市教育委員会教育委員長      平 田 久美子 

山県市立小学校及び中学校適正規模等検討委員会事務局出席者 

     市教育委員会教育長        小 林 圀 之 

           教育次長       土 井 誠 司 

           学校教育課長     土 田 千 隆 

           学校教育課主幹    上 野 達 也 

山県市立小学校及び中学校適正規模等検討委員会事務局欠席者 

     市教育委員会学校教育課課長補佐  河 村 一 彦 

日程 

  １ 開会 

  ２  挨拶（主旨経過・委員会要綱説明） 

  ３ 委嘱状交付 

  ４ 自己紹介 

  ５  委員長及び副委員長選出 

  ６ 委員長挨拶 

  ７ 諮問伝達 

  ８ 委員会の進め方等確認事項 

  ９ 市の教育の現状 

 １０ 審議（子どもの教育について） 

 １１ 次回の委員会予定 

 １２ 閉会 

 



１ 開会（司会進行：教育次長）  

  午後２時開会 

２ 挨拶（主旨経過・委員会要綱説明）  

 ○教育長 

   ・検討委員会の主旨：教育委員会の諮問に応じ、市立の小学校及び中学校 
  の適正規模及び通学区域の設定又は変更に関する事項の調査及び審議を 

  行う。 

  ・学校教育法施行規則の設置基準では、１２～１８学級が標準と規定され

   ており、市内では高小、富小、高中の３校がこの範囲内にある。（地理

   的条件により例外あり） 

  ・１学級で４０人以下という規定もあるが、岐阜県では小学校１・２年は

   ２学級以上の場合に限り３５人以下と規定されている。 

  ・２学年をたして１６人以下（１年を含むと８人以下）だと複式学級とな

   る。 

  ・学校規模や学級規模の問題は、学校統合とか通学区域を変更することに

   より解消可能と思うので、これらの議論をお願いしたい。 

  ・合併前の旧伊自良村の北小では、平成１２年に複式学級ができ、平成１

   ６年には複式学級が２になることが予測されたので、時期は新市に引き

   継ぐものの南・北小は統合すべきとの議会の決議があった。 

  ・合併前の旧美山町の中学校では、学年１学級が続き平成１４年には１０

   ０名をきっていたことから、平成１５年の合併時に南北中が統合された。 

３ 委嘱状交付（教育委員長から各委員へ）  

  （略） 

４ 自己紹介 （委員・事務局職員） 

   （略） 

５ 委員長・副委員長選出 

  ・委員長：小井土由光岐阜大学教育学部副学部長 

  ・副委員長：非公開 

６ 委員長挨拶  

  ・主人公は子ども。大人は支援者であり、子どもの将来を後押しする役目

   を担っているので、最善策を練っていきたい。 

  ・暫時休憩（午後２時３５分休憩） 

  ・休憩前に引き続き会議を再開（午後２時４０分再開） 

７ 諮問伝達 （教育委員長から検討委員会委員長へ） 

  （略） 

８ 委員会の進め方等確認事項 



 〇学校教育課主幹  

 （１）委員会委員名簿の公開について 

    ・自由闊達な意見の交換や、公正、円滑な審議ができるように、小井

     土委員長を除いて、原則として非公開。 

 （２）委員会の会議の公開について 

    ・名簿の非公開と同じ理由により、原則として非公開。ただし、委員

     長が必要と認める場合については、公開とすることができる。 

 （３）委員会の会議で使用した資料の公開について 

    ・原則として公開。ただし、公開することにより、自由闊達な意見の

     交換、若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、又は

     不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれがあるものについては、

     非公開。 

    ・資料は、市のホームページに掲載して公開。 

 （４）委員会の議事要旨の公開について 

    ・原則として発言者（委員）が特定されない議事要旨を作成し、委員

     長の承認を得てから公開。ただし、委員長が必要と認めるものにつ

     いては、非公開。 

    ・議事要旨は、市のホームページに掲載して公開。 

 （５）守秘義務の確認。 

 （６）今後の見通しについて 

    ・資料「学校適正規模検討委員会の見通し」は、あくまで予定である。 

    ・公聴会は、審議の中で上がった校区の保護者を中心に、地域の方の

     意見を聴くものであり、小井土委員長と事務局で対応する。 

    ・委員会の開催時期・回数は、審議の進捗状況次第では、委員会で協

     議の上、必要に応じて随時開催することになる。 

９ 市の教育の現状説明（学校教育課長）  

 ○学校教育課長 

   ・資料「生きる力とは」をもとに説明。（略） 

  ・資料「平成１８年度山県市の教育」の説明。（略） 

  ・資料「平成１８年度山県市立小・中学校の児童生徒数推計表（１）」を

   説明。黄色部分は複式学級を、薄黄色部分は１学年１学級を、桃色部分

   は小学校１・２年の３５人学級を示している。（特殊学級がある学校は

   その学級数もクラス数に入っている。） 

１０ 審議（子どもの教育について）  

  〇委員長 

   ・次回は、本格的に諮問事項の（１）をメーンテーマで自由討議を行う。 



〔質疑応答〕 

 〇委員 

  ①なぜ、小学校ＰＴＡ役員が委員にいないのか。 

  ②委員任期について。 

  ③事件、事故が多いが、登下校の時間とか距離の基準はあるのか。 

  ④諮問事項の答申先はどこか。 

  ⑤答申事項の反映時期はいつか。 

  ⑥委員が所属する組織の会員に、内容を報告する必要性はあるのか。 

 〇事務局 

  ①意見聴取は、公聴会の場で可能。必要ならば規定により、当委員会の会

   議の場で意見を聞くことも可能。 

  ②今日から平成１９年６月２１日までの１年間。あて職の役員交代の際は、

   後任者になる。 

  ③小中学校共に基準はない。 

  ④教育委員会である。 

  ⑤関係部署との調整もあり、反映時期を限定することはできない。 

  ⑥特に必要はない。 

 〇委員長 

  ・会議内容を個々の組織に持ち帰って報告するかどうかは、委員個々で判

   断してもらえばよい。 

  ・大所高所から自由な発言をして頂きたい。組織を代表してということで

   はなく、個々の経験を生かして自由・気楽に話してもらえばよい。 

 〇教育長 

  ・親の意見を大事にしたいという思いで、保護者の方を多く委員に選ばせ

   てもらった。 

１１ 次回の委員会予定 

  ・日時：平成１８年８月２４日（木） 午後２時から 

  ・場所：山県市役所 ３Ｆ ３０３会議室 

１２ 閉会 

  午後３時４０分閉会 

 

 上記会議録（要旨）は正当であることを認め署名します。 

      山県市立小学校及び中学校適正規模等検討委員会 

               委員長 小 井 土  由 光 


